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三重県後期高齢者医療広域連合議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補

償等に関する条例 

 

平成１９年２月１日条例第１９号 

 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２９２条において準用する地方公務員災

害補償法（昭和４２年法律第１２１号。以下「法」という。）第６９条第１項及び第

７０条第１項の規定に基づき、議会の議員その他非常勤の職員に対する公務上の災害

（法第１条に規定する公務上の災害をいう。）又は通勤による災害に対する補償につ

いては、三重県の例による。 

附 則 

この条例は、平成１９年２月１日から施行する。 

 


